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日南町監査委員 荒木  博 

 

 

令和6年度日南町財政の健全化に関する審査意見について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第3条第1項の規

定により審査に付された令和6年度健全化判断比率の状況を審査したので、別紙のと

おり意見書を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 審査の概要 

この財政健全化審査は、町長から提出された財政の健全化判断比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として

実施した。 

 

2 審査の結果 

（1）総合意見 

審査に付された下記健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

 

健全化判断比率区分 令和6年度 早期健全化基準 

① 実質赤字比率        －  ％ 15.0 ％ 

② 連結実質赤字比率     －  ％ 20.0 ％ 

③ 実質公債費比率 8.4   ％ 25.0 ％ 

④ 将来負担比率     －  ％ 350.0 ％ 

 

（2）個別意見 

  ① 実質赤字比率について 

  令和6年度の実質収支は黒字であり、良好と認められる。 

 

 ② 連結実質赤字比率について 

    令和6年度の連結実質収支は黒字であり、良好と認められる。 

 

③ 実質公債費比率について 

    令和6年度の実質公債費比率は8.4％となっており、良好な状態と認められる。 

 

④ 将来負担比率について 

    令和6年度の将来負担額は充当可能財源等の額を下回り、良好な状態と認められ 

る。 

        

（3）是正改善を要する事項 

  特に指摘すべき事項はない。 
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令和6年度日南町公営企業の経営の健全化に関する審査意見について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第1項の

規定により審査に付された令和6年度公営企業会計に係る資金不足比率の状況を審査

したので、別紙のとおり意見書を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 審査の概要 

この経営健全化審査は、町長から提出された公営企業会計に係る資金不足比率及

びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを

主眼として実施した。 

 

2 審査の結果 

（1）総合意見 

審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

 

会 計 名 
令和6年度 

資金不足比率 
経営健全化基準 

① 再生可能エネルギー 

発電事業特別会計    
    －   ％ 20.0 ％ 

② 簡易水道事業会計     －   ％ 20.0 ％ 

③ 下水道事業会計 －    ％ 20.0 ％ 

④ 病院事業会計     －   ％ 20.0 ％ 

 

（2）個別意見 

  ① 再生可能エネルギー発電事業特別会計について 

令和6年度の資金収支は黒字であり、良好と認められる。 

 

 ② 簡易水道事業会計について 

 令和6年度の流動資産から流動負債（建設改良等の財源に充てる企業債及び長期

借入金を除く）を減じた額は4,794万6千円となっており、資金不足は生じていない。 

 

 ③ 下水道事業会計について 

令和6年度の流動資産から流動負債（建設改良等の財源に充てる企業債及び長期

借入金を除く）を減じた額は1億5,886万7千円となっており、資金不足は生じてい

ない。 

 

 ④ 病院事業会計について 

令和6年度の流動資産から流動負債（建設改良等の財源に充てる企業債及び長期

借入金を除く）を減じた額は11億2,899万3千円となっており、資金不足は生じてい

ない。 

 

（3）是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項はない。 



（参考）

普通会計

・一般会計

上記以外の特別会計

・国民健康保険特別会計

・介護保険特別会計

・介護サービス事業特別会計

・後期高齢者医療特別会計

公営企業会計

・再生可能エネルギー発電事業特別会計

・簡易水道事業会計

・下水道事業会計

・病院事業会計

　※資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定

　　鳥取県町村総合事務組合

　　（株）日南町小水力発電公社
　　　　　　　　　　　　　　（損失補償のみ該当）

日南町の財政健全化判断比率（４指標）及び資金不足比率の対象範囲

日
　
　
　
南
　
　
　
町

将
来
負
担
比
率

　　鳥取県西部広域行政管理組合

　　日野町江府町日南町衛生施設組合

　　鳥取県後期高齢者医療広域連合


